
３ 整備課題 

 

課題１ 城内中学校跡地の活用には史跡保護が必要 

・城内中学校跡地には、文化財（史跡高松城の

中堀の石垣）が存在するため、暫定的に道路

構造物を施行する場合においても、史跡の保

護層(30 ㎝程度)が必要となる。 

 
 

課題２ 一方通行等の道路通行制限が発生 

・高松海岸線と魚屋町栗林線の交差部が大規模な交差点となり、交差点処

理能力が低下する。（※１） 

・現道沿線については、西向きの一方通行となる区間が生じることから、

その沿線の利便性が低下する。(※２) 

・高松海岸線(西)からフェリー通り(南)への交通に関し、踏切を２回横断

する必要が生じる。 (※３) 

 
 

課題３ 踏切部分の工事には、運輸局の認可基準に適合 

・踏切部分の工事についは、鉄道事業者から運輸局への認可手続きが必要

となり、認可基準に適合する必要がある。 

 
 
 

４ 期待される整備効果 

 

 

 

５ 第１回本町踏切渋滞等対策検討委員会での意見 

 

・交通量調査のデータとして、例えば大型車が多いといったようなデータはあるのか。 

・本町踏切の渋滞の原因は、単なる踏切ではなく、交差点と一体となった形状のため、交通処理が難

しくなっているからであり、暫定整備案では、踏切と交差点が混在したままででは、渋滞解消は難

しいのではないか。 

・この交差点を通過する際に、迷ったことがある。暫定整備案では、交差点が広くなり、さらに迷う

自動車ができるのではないのか。 

・道路の東行きと西行きが分断され、はじめて利用される方は迷われる恐れがあることから、信号に

よる制御ができれば迷わないのではないのか。 

・信号による制御については、問題点が多々あり、最大の問題点は、列車の運行本数が多く、現状で

も遮断機が頻繁に降りている状況なのに、さらに赤信号での停車が増加し、安全で円滑であるため

の信号が逆に渋滞を招く恐れがある。 

・踏切信号を導入する場合において、どの程度、遮断時間が延長するのかを調査しなければ、見えて

こないかと思われるが、信号制御が難しいとなると代案を検討しなければならない。 

・暫定整備案では交通量を考えて片側２車線としているが、２車線になるということは事故の確率も

２倍に増えることとなり、踏切の危険度は面積で考えることから、交通量だけではなく、安全に対

する検討を優先すべきである。 

・連立事業の都市計画が残っている中での暫定整備案とは思われるが、都市計画の内容と矛盾が生じ

ないように整備をする必要がある。 

・観光通りに２カ所の踏切信号があるが、見通しが確保されているが、本町踏切においては、見通し

が悪く危険な踏切であるため、暫定整備であっても安全対策を慎重に検討すべきである。 

・渋滞解消は単一の踏切だけに固執するのではなく、周辺にも信号があり、それらの交差点を見据え

ながら考えていく必要がある。また、この踏切に右折レーンは必要ないと考える。 

・単一の踏切の処理だけでの対応は難しいと思うが、周辺の道路状況を含めて対策を考えるという意

見であり、検討に加えたらどうか。 

   

高松海岸線（本町踏切）における、未整備用地(買収済)等を活用し、

暫定的な車線数の増加（２車線→４車線）による交通処理能力が向

上するとともに、本線北側歩道整備による歩行者等の安全性が向上

する。 

 

※２ 

※１ 

※３ 
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１ 本町踏切等を通過する自動車交通流動について 

本町踏切等を通過する交通量（自動車、自転車、歩行者）については、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：台(人)/12 時間  出典：高松市道路交通量調査（平成 27 年度実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆本町踏切（本町交差点）自動車通過交通量（詳細）            単位：台/12ｈ 

旧城内中学校(跡地) 

    

    

高松海岸線     

    

   

※(  )は大型車 

◇参考（H22 交通量調査との比較）※赤字：前回と 100 台/12h 以上変化した流動 
       
       

       

       

       

       

       

第４章 暫定整備に向けた課題に対する考え方 

本町踏切 
（交差点） 

市道 高松海岸線 

自動車 11,361 

自転車 360 

歩行者 1,561 

 

自動車 11,864 

自転車 926 

歩行者 3,517 

 

自動車 17,030 

自転車 501 

歩行者 1,867 

 

自動車 18,433 

自転車 1,257 

歩行者 4,216 

 

自動車 3,499 

自転車 417 

歩行者 349 

 

自動車 11,255 

自転車 301 

歩行者 202 

 

自動車 2,665 

自転車 362 

歩行者 286 

 

自動車 10,789 

自転車 234 

歩行者 166 

 

寿町交差点 

5,521 
(1,078) 

 181 
(  4) 

4,811 
(1,058) 

 529 
(  16) 

 

断 面 
 

10,789 
(1,949) 

 

5,268 
( 871) 

 

断 面  2,665(165) 

 
 

  1,997(138) 

668 
( 27) 

 90 
( 3) 

510 
( 27) 

1,397 
( 108) 

 

   4 
(   0) 

4,467 
( 831) 

4,122 
( 812) 

 341 
(  19) 

 

断 面 
 

11,255 
(2,030) 

 

6,788 
(1,199) 

 

交 通 量 調 査 （ 概 要 ） 

調査対象 
自動車(大型車含む。)、 

自転車、歩行者 

調査日時 
平成 27 年 11 月 17 日(火) 

7:00～19:00(12 時間) 

調査内容 方向別毎に通過台数を調査 

調査箇所 
本町踏切、寿町交差点を 

含む市内 16 箇所 

実施主体 高松市 

 

 
1,056 
(  56) 

483 
( 23) 

580 
( 33) 

 1,380 
( 62) 

2,119(112)   

 
 

断 面  3,499(174) 

 

本町交差点 

通 過 台 数 

14,104 

( 2,159) 

 

参考(福岡町一丁目交差点) 

県立中央病院  

18,092 

307 

109 

 

福岡町 

一丁目 

交差点 

H22 H27 増減 

259 181 -78 

4,729 4,811 +82 

506 529 +23 

 

H22 H27 増減 

10 4  -6 

4,102 4,122 +20 

371 341 -30 

 

H22 95 530 1,122 

H27 90 510 1,397 

増減 -5 -20 +275 

 

H22 1,165 655 493 

H27 1,056 483 580 

増減 -109 -172 +87 

 

H22 14,037 

H27 14,104 

増減 +67 

 

2%  7%  10% 

       63% 

11%      7% 

○流動別占有割合○ 
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交 通 量 調 査 結 果（まとめ） 

・本町交差点を通過する自動車のうち、高松海岸線の東西

方向への流動が約 86％を占めている。 

区    分 自動車交通量(台/12ｈ) 

全体 14,104 台（100％） 

 高松海岸線 東西流動 12,056 台（85.5％） 

   東行き 6,788 台（48.1％） 

   西行き 5,268 台（37.4％） 

・また、本町踏切を通過(一旦停止必要)する流動が約 79％

を占めている。 

区    分 自動車交通量(台/12ｈ) 

全体 14,104 台（100％） 

 本町踏切を通過 11,118 台（78.8％） 

・本町交差点を通過する自動車のうち、大型車が約 15％を

占めている状況である。 

区    分 自動車交通量(台/12ｈ) 

全体 14,104 台（100％） 

 大型車通過台数 2,159 台（15.3％） 

  〃 （本町踏切通過）  1,979 台（14.0％） 

・寿町、本町、福岡町一丁目交差点を比較すると、本町交

差点を通過する自動車の台数が約6,000台減少するなど、

本町交差点を迂回する自動車交通が顕著である。 

交差点名称 自動車交通量(台/12ｈ) 

寿町交差点 
（中央通り） 

西 17,030 台（  ±0 台） 

東 11,361 台（-5,669 台） 

本町交差点 
（本町踏切） 

西 10,789 台（-6,241 台） 

東 11,255 台（-5,775 台） 

福岡町一丁目交差点 西 18,092 台（+1,062 台） 

・平成 22 年の交通量調査と比較すると、高松海岸線（東西

方向）の交通量は変化していないが、フェリー通り（南

北方向）の南からの流入が減少しているとともに、北か

ら東への流動が増加している状況が見受けられる。 

２ 第１回委員会意見及び交通量調査結果等を踏まえた暫定整備検討案について 

第１回委員会の意見及び交通量調査結果（Ｈ27 年 11 月 17 日調査）を踏まえ、次の４案について、検討を進めることとする。 

◆暫定整備検討案 

No. 暫 定 整 備 検 討 案  第１回検討委員会での意見 

１ 
踏切信号 

導入案 

・本町踏切（交差点）に踏切信号を

導入し、自動車通行を信号処理に

て実施。 

・高松海岸線の道路線形は４車線

（東行き２車線、西行き２車線）

を整備。 

【課題：踏切信号の導入可否】 

← 

・道路の東行きと西行きが分断され、はじめて利用される方は迷われ
る恐れがあることから、信号による制御ができれば迷わないのでは
ないのか。 

・信号による制御については、問題点が多々あり、最大の問題点は、
列車の運行本数が多く、現状でも遮断機が頻繁に降りている状況な
のに、さらに赤信号での停車が増加し、安全で円滑であるための信
号が逆に渋滞を招く恐れがある。 

・踏切信号を導入する場合において、どの程度、遮断時間が延長する
のかを調査しなければ、見えてこないかと思われるが、信号制御が
難しいとなると代案を検討しなければならない。 

２ 

通行制限 

導入案 

 

(一部流動の 

通行禁止) 

・本町踏切に流入する交通量の少な

い流動を制限し、交差点と踏切を

分離。 

・高松海岸線の道路線形は４車線

（東行き２車線、西行き２車線）

を整備。 

【課題：通行制限の導入可否】 

← 

・本町踏切の渋滞の原因は、単なる踏切ではなく、交差点と一体とな
った形状のため、交通処理が難しくなっているからであり、暫定整
備案では、踏切と交差点が混在したままででは、渋滞解消は難しい
のではないか。 

・観光通りに２カ所の踏切信号があるが、見通しが確保されているが、
本町踏切においては、見通しが悪く危険な踏切であるため、暫定整
備であっても安全対策を慎重に検討すべきである。 

 

３ 

・上記案２を基本として、交差点形

状の継続案 

・高松海岸線の道路線形は３車線

（東行き１車線、西行き２車線）

を整備。 

【課題：通行制限の導入可否】 

【課題：交通処理能力   】 

← 

・この交差点を通過する際に、迷ったことがある。暫定整備案では、
交差点が広くなり、さらに迷う自動車ができるのではないのか。 

・暫定整備案では交通量を考えて片側２車線としているが、２車線に
なるということは事故の確率も２倍に増えることとなり、踏切の危
険度は面積で考えることから、交通量だけではなく、安全に対する
検討を優先すべきである。 

 

４ 
優先流動 

明示案 

・本町交差点の改良を最小限とし、

交差点に流入する高松海岸線の

流動を優先する案 

 

 

 

【課題：交通処理能力   】 

← 

・渋滞解消は単一の踏切だけに固執するのではなく、周辺にも信号が
あり、それらの交差点を見据えながら考えていく必要がある。 

・単一の踏切の処理だけでの対応は難しいと思うが、周辺の道路状況
を含めて対策を考えるという意見であり、検討に加えたらどうか。 
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３ 暫定整備検討案１ 『 踏切信号導入案 』について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東行き一方通行 

２ 車 線 

西行き一方通行 

２ 車 線 

整 

備 

概 

要 

・本町踏切(交差点)に踏切信号を導入し、自動車交通を信号処理にて実施 

・城内中学校(跡地)及び現道(買収済み用地含む。)を活用して、４車線(東行き２車

線、西行き２車線)を整備 

・高松海岸線北側の歩道整備（歩行者動線の確保） 

 
整 

備 

課 

題 

・踏切信号の導入による踏切遮断時間等の影響 

・踏切信号の導入による自動車及び列車の安全性の確保 

 

 

■ 歩 道 

■ 軌 道 

■ 交通島 

 

城内第二 

踏  切 

本町踏切 

暫定整備計画図 

交差点信号 

交差点信号 

踏切信号 

信号(横断歩道用) 
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(１) 踏切信号の導入による踏切遮断時間等の影響について 

本町交差点（踏切）に踏切信号を導入する場合において、現在、導入されている「観光道路踏切」

を参考に、踏切遮断時間及び高松海岸線の通過可能時間を算定した結果は次のとおりである。 

◆踏切遮断時間 

        警報         遮断    列車       列車   警報  
        開始         完了    進入       通過   終了  

現 

行 

 約 15 秒 約 50 秒 約５秒  

 計 70 秒  

信 号 
青→赤 

導
入
案 

約 15 秒 約 15 秒 約 50 秒 約５秒  

 計 70 秒 → 計 85 秒（＋15 秒）  

 

◆通過可能時間 

イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※…通過可能時間については、「観光道路踏切」の踏切遮断時間及び踏切東交差点の「塩上五差路」の信号
現示を参考に設定（上り列車が通過後、下り列車が近接して通過する場合は、信号変化なし） 

<高松海岸線(東西道路)における自動車通過可能時間> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 踏切信号の導入による自動車及び列車の安全性の確保について 

本町踏切においては、ことでん琴平線及び長尾線の上り下り合わせて最大 25 本/時間の列車が運

行しており、「観光道路踏切（最大 16 本/時間）」と比較しても、運行本数が多い路線である。 

本町踏切において、踏切信号を導入する場合における構造上の課題は次のとおりである。 

No 項  目 内       容 

１ 

見通し距離の確

保（一旦停止義

務の解除） 

・踏切信号を導入した場合、踏切での一旦停止義務が解除され、基本

的に自動車通行の阻害要因は減少することとなる。 

・ただし、一旦停止義務が解除されることで、自動車が踏切内（線路

上）に停車する可能性があり、渋滞時には、その自動車が取り残さ

れる恐れもあり、列車及び自動車からの安全性を担保するために

は、見通し距離の確保が必要となる。 

・本町踏切においては、他の踏切信号を導入している箇所と比較して

も、軌道が曲線であることから、見通し距離の確保が難しい状況で

ある。 

２ 
レールの高低差

(踏切道の凸凹) 

・軌道の曲線部においては、列車が安定して通過できるように、外側

のレールを内側より高くしており、レールに高低差を設けている。 

・本町踏切においても、軌道が曲線であり、レールに高低差を設けて

いるため、踏切信号を導入し、自動車（特に大型車）が減速せずに

通過する場合、レールの段差により車体が跳ね、積荷の落下等の危

険性や振動が大きくなることが想定される。 

 

 

 

 

  

暫定整備検討案１「踏切信号導入案」まとめ 

・踏切信号を導入した場合、高松海岸線の自動車通過可能時間が５０％程度減少し、通勤時

間帯である、午前８時台においては、約４５分/時間において通過不可となり、更なる渋

滞発生が想定される。 

・また、本町踏切を通過する列車本数も多く、また、軌道が曲線であることから、列車及び

自動車の視認性が確保されておらず、安全性が低下する恐れがある。 

 

踏切信号導入案 ＝ 渋滞解消に寄与しない 

22.4 
20.9 

18.7 
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（
分

/
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分

）
 

○高松海岸線(東西道路)における

自動車通過可能時間は、朝の３

時間で、124 分(現行)から 62分

と 62 分減少する結果となった。 

○鉄道の運行ピークである８時台

においてが特に短く約７分/30

分間しか通行できなくなり、更

なる渋滞が想定される。 

     現状 

     踏切信号導入後 

導
入
案

踏切遮断時間

通過可能時間(東西流動)

通過可能時間(南北流動)

信号現示(東西70秒南北50秒)

現
行

踏切遮断時間

通過可能時間

区　　分 8:18 8:19 8:208:16 8:178:14 8:15
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４ 暫定整備検討案２ 『 通行制限導入案① 』について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整 

備 

概 

要 

・本町踏切に流入する、交通量の少ない南北方向(フェリー通り)の流動を制限(通行

禁止)し、交差点と踏切を分離 

・城内中学校(跡地)及び現道(買収済み用地含む。)を活用して、４車線(東行き２車

線、西行き２車線)を整備 

・高松海岸線北側の歩道整備（歩行者動線の確保） 

 
整 

備 

課 

題 

・南北方向(フェリー通り)の通行制限に関し、近隣住民等との合意形成が必要 

・南北方向(フェリー通り)の通行制限に伴い、周辺道路への迂回誘導が必要 

・踏切を改良するには、自動車及び鉄道の安全性の確保が必要（運輸局の認可） 

 

 

城内第二 

踏  切 

本町踏切 

東行き一方通行 

２ 車 線 

西行き一方通行 

２ 車 線 

暫定整備計画図 

■ 歩 道 

■ 軌 道 

■ 交通島 

 

信号(横断歩道用) 

信号(横断歩道用) 

通行 

禁止 
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(１) 南北方向の通行制限(通行禁止)に伴う、影響及び迂回誘導について 

南北方向（フェリー通り）の通行制限(通行禁止)を導入した場合において、全体の約 16％の自動

車に影響があり、次の流動の迂回が必要となる。 

◆交通制限影響台数       単位：台/12 時間 

区 分 通行台数(全体)  (大型車) 

全体 14,104 台(100％)  2,159 台(100%) 

 影響台数 2,196 台(16％)  102 台(5%) 

◆迂回経路（迂回誘導標識案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費 

踏切周辺 4.1 億円 

交通量 

現 況 11,000 台 

踏切面積 

現 況 323.2 ㎡ 

周辺道路 2.1 億円 整備後 18,600 台 整備後 289.0 ㎡ 

合  計 6.2 億円 増 減 +7,600 台 増 減 -34.2 ㎡ 

※交通量については、高松海岸線（東西流動）における１２時間当たりの交通量 

(２) 自動車及び鉄道の安全性の確保について 

踏切は、通行する人及び自動車等の安全かつ円滑な通行に配慮ため、改良工事を行う場合は、事

前に運輸局の認可を取得する必要があり、その基準は次のとおりである。 

認 可 基 準（該当項目） 本町踏切 城内第二 

(１) 踏切道の路面は舗装したものであること 適合 適合 

(２) 鉄道と道路との交差角は 45度以上であること 適合 適合 

(３) 警戒警標を設けること 適合 適合 

(４) 踏切保安設備を設けること 適合 適合 

ただし、認可基準とは別に、「改良が必要な踏切（危ない踏切）」の指定基準があり、その基準は

次のとおりである。（※現状でも指定を受けている。） 

指 定 基 準（該当項目） 整備案 

(１) 踏切道の車道の幅員と踏切に接する道路の車道の幅員との差が１ｍ以上のもの － 

(２) 鉄道と道路との交差角が 40度未満のもの － 

(３) 踏切道の両側から 10ｍまでの区間の接する道路が直線でないもの 該当 

(４) 踏切道の両側から 30ｍまでの区間の接する道路で縦断こう配が４％以上のもの － 

(５) 見通し区間の長さが 55ｍ以下のもの 該当 

また、踏切の改良工事に伴う踏切面積は次のとおりである。 

踏 切 名 称 
踏 切 面 積 

現 状 暫定案 増 減 

本町踏切 223.2 ㎡ 124.0 ㎡ -99.2 ㎡ 

城内第二踏切 100.0 ㎡ 165.0 ㎡ +65.0 ㎡ 

計 323.2 ㎡ 289.0 ㎡ -34.2 ㎡ 

 

 

暫定整備検討案２「通行制限導入案①」まとめ 

・車線数の増加により、交通渋滞には一定の効果があり、また、踏切と交差点を分離するこ

とにより、安全性も向上すると想定されるが、南北方向の通行制限（通行禁止）には、合

意形成及び周知徹底が必要である。 

・踏切改良に当たり、安全かつ円滑な通行に配慮するための「認可基準」に適合し、踏切面

積(延長)も減少するが、「改良が必要な踏切（危ない踏切）」の指定は受けたままとなる。 

迂回誘導が必要な流動 

 フェリー通り  

高
松
海
岸
線 

  

  通行制限 

流  動 

 

本町踏切 
（交差点） 

こ
の

先
 直

進
 右

折
 
で
き

ま
せ

ん
 

瓦
町

 

屋
島

 

高松海岸線 

こ
の

先
 右

折
 
で
き

ま
せ
ん

 

瓦
町

 

屋
島

 

北
浜

 

瓦
町

方
面

 
こ

こ
で

右
折
 

高松海岸線 

フ
ェ
リ
ー
通
り
 

この先 直進 右折 できません 

屋島 

高松海岸線 

中
央
通
り 

こ
の

先
 
右
折

 で
き

ま
せ
ん

 

瓦
町
 

坂
出

 

高 松 海 岸 線 

フ
ェ
リ
ー
通
り
 

中
央
通
り
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５ 暫定整備検討案３ 『 交通規制導入案② 』について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整 

備 

概 

要 

・本町踏切に流入する、交通量の少ない南北方向(フェリー通り)の流動を制限(通行

禁止)し、交差点と踏切を分離（交差点形状の継続案） 

・城内中学校(跡地)及び現道(買収済み用地含む。)を活用して、３車線(東行き１車

線、西行き２車線)を整備 

・高松海岸線北側の歩道整備（歩行者動線の確保） 

 
整 

備 

課 

題 

・南北方向(フェリー通り)の通行制限に関し、近隣住民等との合意形成が必要 

・南北方向(フェリー通り)の通行制限に伴い、周辺道路への迂回誘導が必要 

・踏切を改良するには、自動車及び鉄道の安全性の確保が必要（運輸局の認可） 

・東行きの車線数が増加せず、渋滞状況は継続 

 

城内第二 

踏  切 

本町踏切 

西行き 

２ 車 線 

暫定整備計画図 

東行き 

１ 車 線 通行 

禁止 

信号(横断歩道用) 

信号(横断歩道用) ■ 歩 道 

■ 軌 道 

■ 交通島 
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(１) 交通規制導入案②の考え方について 

これまで、本町交差点（踏切）においては、複雑な形状ということもあり、自動車の運転者が、

他の交差点よりも注意しながら通過しており、近年、重大な自動車事故は発生していない状況であ

る。 

暫定整備検討案３（交通規制導入案②）については、渋滞緩和のための暫定整備として、高松海

岸線の西行きの車線数を増加させながら、南北方向（フェリー通り）の通行を制限（通行禁止）し、

さらに、交差点形状を縮小することにより、通過する自動車が交差点内で迷いにくい形で整備する

案である。 

(２) 南北方向の通行制限(通行禁止)に伴う、影響及び迂回誘導について 

南北方向（フェリー通り）の通行制限(通行禁止)を導入した場合において、全体の約 16％の自動

車に影響があり、次の流動の迂回が必要となる。（案２と同様） 

◆交通制限影響台数       単位：台/12 時間 

区 分 通行台数(全体)  (大型車) 

全体 14,104 台(100％)  2,159 台(100%) 

 影響台数 2,196 台(16％)  102 台(5%) 

◆迂回経路（迂回誘導標識内容は案２と同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費 

踏切周辺 2.2 億円 

交通量 

現 況 11,000 台 

踏切面積 

現 況 323.2 ㎡ 

周辺道路 2.1 億円 整備後 14,800 台 整備後 308.0 ㎡ 

合  計 4.3 億円 増 減 +3,800 台 増 減 -15.2 ㎡ 

※交通量については、高松海岸線（東西流動）における１２時間当たりの交通量 

 

(３) 自動車及び鉄道の安全性の確保について 

認可基準及び「改良が必要な踏切（危ない踏切）」の指定基準の状況については、暫定整備案２と

同様である。 

認 可 基 準（該当項目） 本町踏切 城内第二 

(１) 踏切道の路面は舗装したものであること 適合 

改良なし 
(２) 鉄道と道路との交差角は 45度以上であること 適合 

(３) 警戒警標を設けること 適合 

(４) 踏切保安設備を設けること 適合 

 

改良が必要な踏切（危ない踏切）の指定基準（該当項目） 整備案 

(１) 踏切道の車道の幅員と踏切に接する道路の車道の幅員との差が１ｍ以上のもの － 

(２) 鉄道と道路との交差角が 40度未満のもの － 

(３) 踏切道の両側から 10ｍまでの区間の接する道路が直線でないもの 該当 

(４) 踏切道の両側から 30ｍまでの区間の接する道路で縦断こう配が４％以上のもの － 

(５) 見通し区間の長さが 55ｍ以下のもの 該当 

また、踏切の改良工事に伴う踏切面積は次のとおりである。 

踏 切 名 称 
踏 切 面 積 

現 状 暫定案 増 減 

本町踏切 223.2 ㎡ 208.0 ㎡ -15.2 ㎡ 

城内第二踏切 100.0 ㎡ 100.0 ㎡ ±0.0 ㎡ 

計 323.2 ㎡ 308.0 ㎡ -15.2 ㎡ 

 

  

暫定整備検討案３「通行制限導入案②」まとめ 

・暫定整備とうい状況を踏まえ、交差点形状を変更しないまま車線数を増やすことにより、

交通渋滞には一定の効果があり、また、踏切と交差点を分離することにより、安全性も向

上すると想定されるが、南北方向の通行制限（通行禁止）には、合意形成及び周知徹底が

必要である。 

・踏切改良に当たり、安全かつ円滑な通行に配慮するための「認可基準」に適合し、踏切面

積(延長)も減少するが、「改良が必要な踏切（危ない踏切）」の指定は受けたままとなる。 

迂回誘導が必要な流動 

 フェリー通り  

高
松
海
岸
線 

  

  通行制限 

流  動 

 

本町踏切 
（交差点） 
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６ 暫定整備検討案４ 『 優先流動明示案 』について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信号(横断歩道用) 

東行き 

１ 車 線 

西行き 

２ 車 線 

城内第二 

踏  切 

本町踏切 

暫定整備計画図 

東行き 

１ 車 線 

■ 歩 道 

■ 軌 道 

■ 交通島 

 

整 

備 

概 

要 

・本町踏切に流入する、南北方向(フェリー通り)の流動を一旦停止とし、東西方向（高

松海岸線）の流動を優先 

・現道(買収済み用地含む。)を活用して、一部流動の専用車線を整備 

・高松海岸線北側の歩道整備（歩行者動線の確保） 

 
整 

備 

課 

題 

・踏切を改良するには、自動車及び鉄道の安全性の確保が必要（運輸局の認可） 

・本町踏切を通過する高松海岸線の車線数が増加せず、渋滞状況は継続 

 

優先流動の明示 

（路面の着色） 
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(１) 優先流動明示案の考え方について 

暫定整備として、規制誘導（通行禁止）を導入する案以外では、現在の踏切と交差点が混在する

複雑な形状のため、渋滞緩和に寄与する効果的な案はないものと想定される。 

ただし、渋滞の要因の一つとして、本町交差点（踏切）における、高松海岸線及びフェリー通り

の流動のうち、どちらが優先流動なのかを、明示していないことに起因する部分も想定される。 

このことより、本町交差点（踏切）の形状は変更しないものの、フェリー通り(南北方向)の比較

的交通量の多い流動(下図参照)の車線を整備するとともに、高松海岸線(東西方向)の流動が優先さ

れるよう、路面に着色(カラー舗装)することにより、円滑な交通を促進し、渋滞緩和に一定の効果

を及ぼすものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 本町交差点（踏切）を通過する流動の迂回誘導について 

交通量調査の結果からも、本町踏切周辺を迂回している交通も見受けられることから、迂回誘導

標識を設置することにより、渋滞緩和を促進する。 

◆迂回経路（迂回誘導標識案） 

 

 

 

 

 

 

 

暫定整備案として、「踏切信号の導入案」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費 

踏切周辺 0.9 億円 

交通量 

現 況 11,000 台 

踏切面積 

現 況 323.2 ㎡ 

周辺道路 1.9 億円 整備後 11,000 台 整備後 308.0 ㎡ 

合  計 2.8 億円 増 減   ±0 台 増 減 -15.2 ㎡ 

※交通量については、高松海岸線（東西流動）における１２時間当たりの交通量 

 

(３) 自動車及び鉄道の安全性の確保について 

認可基準及び「改良が必要な踏切（危ない踏切）」の指定基準の状況については、暫定整備案２と

同様である。 

認 可 基 準（該当項目） 本町踏切 城内第二 

(１) 踏切道の路面は舗装したものであること 適合 

改良なし 
(２) 鉄道と道路との交差角は 45度以上であること 適合 

(３) 警戒警標を設けること 適合 

(４) 踏切保安設備を設けること 適合 

 

改良が必要な踏切（危ない踏切）の指定基準（該当項目） 整備案 

(１) 踏切道の車道の幅員と踏切に接する道路の車道の幅員との差が１ｍ以上のもの － 

(２) 鉄道と道路との交差角が 40度未満のもの － 

(３) 踏切道の両側から 10ｍまでの区間の接する道路が直線でないもの 該当 

(４) 踏切道の両側から 30ｍまでの区間の接する道路で縦断こう配が４％以上のもの － 

(５) 見通し区間の長さが 55ｍ以下のもの 該当 

また、踏切の改良工事に伴う踏切面積は次のとおりである。 

踏 切 名 称 
踏 切 面 積 

現 状 暫定案 増 減 

本町踏切 223.2 ㎡ 208.0 ㎡ -15.2 ㎡ 

城内第二踏切 100.0 ㎡ 100.0 ㎡ ±0.0 ㎡ 

計 323.2 ㎡ 308.0 ㎡ -15.2 ㎡ 

 

 

 

 

暫定整備案４「優先流動明示案」まとめ 

・本町踏切を通過する交通量については、現状と同様であるが、優先流動の明示及び一部流

動の専用車線の整備により、円滑な交通を促進し、渋滞解消に寄与するものである。 

・踏切改良に当たり、安全かつ円滑な通行に配慮するための「認可基準」に適合し、踏切面

積(延長)も減少するが、「改良が必要な踏切（危ない踏切）」の指定は受けたままとなる。 

交 通 量 
(1,056 台) 

合流地点 

現状 

交 通 量 
(4,122 台) 

合流地点 

における 
渋滞解消 

誘
導
標
識 

本町踏切 
（交差点） 

案 
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７ 暫定整備検討案まとめ 

 

 

 

暫定整備検討案１ 「踏切信号導入案」  暫定整備検討案２ 「交通制限（通行禁止）導入案①」 

   

   

暫定整備検討案３ 「交通制限（通行禁止）導入案②」  暫定整備検討案４ 「優先流動明示案」 

   

※『概算事業費』は、中央通り（寿町交差点）から、本町踏切の東の交差点までの事業費  ※『交通量』は、交通量調査結果等から推計した高松海岸線（東西流動）における１２時間当たりの交通量 

概算事業費 6.2 億円(踏切周辺 4.1 億円) 

交 通 量 18,600 台(+7,600 台) 

踏 切 面 積 289.0 ㎡(-34.2 ㎡) 

 

概算事業費 4.3 億円(踏切周辺 2.2 億円) 

交 通 量 14,800 台(+3,800 台) 

踏 切 面 積 308.0 ㎡(-15.2 ㎡) 

 

概算事業費 2.8 億円(踏切周辺 0.9 億円) 

交 通 量 11,000 台(±0台) 

踏 切 面 積 308.0 ㎡(-15.2 ㎡) 

 

東行き２車線 

西行き２車線 

通行 
禁止 

信号(横断歩道用) 

信号(横断歩道用) 

城内第二 
踏切 

本町踏切 

通行禁止影響台数 

2,196 台/12 時間 

 

本町交差点 

東行き１車線 

西行き２車線 

通行 
禁止 

信号(横断歩道用) 

信号(横断歩道用) 

城内第二 
踏切 

本町踏切 通行禁止影響台数 

2,196 台/12 時間 

 

本町交差点 

信号(横断歩道用) 

信号(横断歩道用) 

東行き１車線 

西行き２車線 
西行き１車線 

円滑な流動確保 
による影響台数 

5,178 台/12 時間 

 

優先流動の明示 
（路面の着色） 

交差点信号 

信号(横断歩道用) 

踏切信号 

交差点信号 

東行き２車線 

西行き２車線 

高 松 海 岸 線 

通過可能時間 

午前８時～９時(１時間) 

36 分 → 15 分（-21 分） 
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